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第４章 重点区域の位置及び区域  

 
１．歴史的風致の分布  

 

本市の歴史的風致の成り立ちは、 高知県から徳島県に流れる一級河川「吉
よし

野
の

川
がわ

」や、それを

支えるいくつもの支流から周辺の自然とともに形成されている。 

吉野川中流域の急峻な渓谷に位置する「祖谷
い や

」や「大
おお

歩危
ぼ け

小
こ

歩危
ぼ け

」は、平
へい

家
け

伝説や妖怪伝説

が残る秘境の地である。こうした地では、独自の文化が生まれ山村集落が形成されており今日

まで受け継がれ、癒しと温もりを感じさせる歴史的風致が形成されている。 

本市の中心市街地である「池
いけ

田
だ

町
ちょう

」や「井
い

川
かわ

町
ちょう

」は、香川県や愛媛県との交通の要衝地で

あったことから藩政時代より「郷
ごう

町
まち

」として流通商品の取り扱いを独占的に保証されてきた町

であり、今でもその面影が残る町並みは市民にとって愛着のある歴史的風致を形成している。 

吉野川の支流である祖谷川を有する祖谷地域から、吉野川と合流した大歩危小歩危の山城地

域、そして広大な平野を有する池田町、井川町、三野
み の

町
ちょう

へと流域ごとに移り変わる景観と同様

に、人々の生業、祭礼、町並みの成り立ちが変化し、周辺の自然と一体となっている。 

 

   

 

吉野川の支流「祖谷川」 池田町佐野の「馬路川」 郷町を支えた「吉野川」 
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三好市歴史的風致維持向上計画 

■歴史的風致の分布 

 

１．吉野川支流祖谷川流域に残る歴史的風致（祖谷） 

２．吉野川上流域に残る歴史的風致（大歩危小歩危） 

３．吉野川支流馬
うま

路
じ

川流域に残る歴史的風致（池田町佐野
さ の

） 

４．吉野川中流域に残る歴史的風致（池田町及び井川町） 

５．吉野川支流河
こ

内
うち

谷
だに

川流域に残る歴史的風致（三野町） 

 
 

１ ２

４ 

三好市全図 

５

３ 
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２．重点区域の位置  

 重点区域は、重要文化財等として指定された建造物を中心に、歴史的価値の高い建造物が集ま

り、歴史的・地域的関係性に基づく一体性をもって良好な環境を形成している範囲である。第２

期計画では、第１期計画において実施された施策によって、新しく歴史的価値を見出し良好な環

境が形成された地区も範囲とする。また重点区域とした範囲は、更なる歴史的風致の維持及び向

上を図るための施策が必要な範囲とする。重点区域は次のとおり。 

①山村集落の原風景を残す祖谷地域である「吉野川支流祖谷川流域に残る歴史的風致（祖谷）」

②愛媛県及び香川県との交流及びお遍路さんで栄えた池田町佐野の「吉野川支流馬路川流域に残 

 る歴史的風致（池田町佐野）」 

③伝統産業のタバコ産業で栄えた池田町及び井川町の伝統的な町並み周辺の「吉野川中流域に残 

 る歴史的風致（池田町及び井川町）」 

 以上の３箇所内を重点区域に設定する。 

 祖谷川流域に広がる祖谷地方は、独自の文化によって形成された、代表的な山村集落の特徴を

表す重要伝統的建造物群保存地区「三好市 東
ひがし

祖谷
い や

山村
やまむら

落合
おちあい

」と祖谷最古の山村民家である重要

文化財（建造物）「木村家住宅」、人々の交流を盛んにし生活を支えてきた重要有形民俗文化財

「祖谷の蔓橋」を背景に伝統的な生業、技術、生活慣習が継承されている。祖谷地方の景観と

人々の活動は、三好市固有の山村地域の風情を今に残す地域であることから、第１期計画に引き

続き重点区域に設定する。 

 次に吉野川支流馬路川流域にある池田町佐野は、愛媛県及び香川県に接する地域であったた

め、交流人口が盛んであり香川県へ牛を貸し出す「借耕
かりこう

牛
し

」等も行われていた。また、佐野を通

る伊予
い よ

街道は、四国霊場六十六番札所「雲辺寺
うんぺんじ

」への史跡「阿波遍
へん

路
ろ

道
みち

（雲辺寺道）」としても

利用され、お接
せっ

待
たい

場
ば

としても栄えた地域である。歴史的建造物では、お遍路さんのお接待、酒造

業で栄えた登録有形文化財「古本家住宅」が残されており、平行する旧伊予街道には、お遍路さ

んの姿が今も見られる。池田町佐野は、こうした風情が今も残る地域であることから、新しく重

点区域に設定する。 

 最後に、吉野川中流域にあるタバコ産業で栄えた池田町と井川町の伝統的な町並み周辺は、重

要文化財（建造物）「箸蔵寺
はしくらじ

本殿」他５棟や、タバコ産業の繁栄とともに形成された「うだつの

町並み」等の歴史的建造物があり、その周辺では伝統的な生業である酒造業、民俗芸能の「たば

こ踊り」や「阿波
あ わ

踊り」が継承されており、三好市の歴史や代表的伝統産業の繁栄の歴史を物語

る地域であることから、第１期計画に引き続き重点区域に設定する。 

１３７ 



 

 

 
三好市歴史的風致維持向上計画 

■重点区域の位置図 

 

①吉野川支流祖谷川流域「祖谷地区」 

②吉野川支流馬路川流域「池田町佐野地区」 

③吉野川中流域「池田町及び井川町地区」 

① 

重要有形民俗文化財 

「祖谷の蔓橋」 
重要文化財（建造物） 

「木村家住宅」 

重要伝統的建造物群保存地区

「三好市東祖谷山村落合」 

史跡「阿波遍路道（雲辺寺道）」 

重要文化財（建造物） 

「箸蔵寺本殿」他5棟 

県指定文化財（建造物） 

「阿佐家住宅」 

② 

③ 

１３８ 
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①重点区域 : 吉野川支流祖谷川流域「祖谷地区」 

 

（面積：約１６２ｈａ） 

 重点区域は、図①に示すとおりである。 

 伝統技術による架け替えが行われる重要有形民俗文化財「祖谷の蔓橋
かずらばし

」や、民俗芸能の重要

無形民俗文化財「西祖谷の神代
じんだい

踊」、伝統作物の栽培等の活動が行われる重要伝統的建造物群保

存地区「三好市東祖谷山村落合」及び重要文化財（建造物）「木村家住宅」等の歴史的建造物及

びその周辺を基本とする。 

 詳細は、以下のとおり。 

 

 祖谷地区における重点区域は、重要有形無形文化財「西祖谷の神代踊」が行われる「天満宮」

を始め西祖谷山村善徳
ぜんとく

集落と、蔓橋によって交流が行われていた今久保集落、閑定集落を含め

る。 

 そこから、重要文化財（建造物）「木村家住宅」の位置する釣井集落、県指定文化財（建造

物）「阿佐家住宅」を囲み、重要伝統的建造物群保存地区である落合集落の対岸の中上集落及び

隣接する栗枝渡集落を含みながら、一部展望できる大枝集落を包括した範囲を重点区域とする。 

  

 

 
３．重点区域の区域・名称・面積  

１３９ 
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落
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三好市歴史的風致維持向上計画 

■重点区域詳細境界線 

範 囲 説    明 

Ａ～Ｂ 三角点※１０３２.６ｍ（善徳集落）～三角点６３２．５ｍ（善徳集落） 

Ｂ～Ｃ 三角点６３２．５ｍ（善徳集落）～三角点８１４．３ｍ（今久保集落） 

Ｃ～Ｄ 三角点８１４．３ｍ（今久保集落）～三角点１１１２．５ｍ（閑定集落） 

Ｄ～Ｅ 三角点１１１２．５ｍ（閑定集落）～三角点５１８．６ｍ（平集落） 

Ｅ～Ｆ 三角点５１８．６ｍ（平集落）～三角点７２１ｍ（釣井集落） 

Ｆ～Ｇ 三角点７２１ｍ（釣井集落）～新居屋橋 

Ｇ～Ｈ 新居屋橋～県指定文化財（建造物）阿佐家住宅 

Ｈ～Ｉ 県指定文化財（建造物）阿佐家住宅～三角点７５５．５（阿佐集落） 

Ｉ～Ｇ 三角点７５５．５（阿佐集落）～新居屋橋 

Ｇ～Ｊ 新居屋橋～三角点５６８．３ｍ（落合） 

Ｊ～Ｋ 三角点５６８．３ｍ（落合集落）～重伝建保存地区「三好市東祖谷山村落合」 

Ｋ～Ｌ 重伝建保存地区「三好市東祖谷山村落合」～三角点１００５．１（栗枝渡集落） 

Ｌ～Ｍ 三角点１００５．１（栗枝渡集落）～三角点１０７２．３ｍ（大枝集落） 

Ｍ～Ｅ 三角点１０７２．３ｍ（大枝集落）～三角点５１８．６ｍ（平集落） 

Ｅ～Ａ 三角点５１８．６ｍ（平集落）～三角点１０３２．６ｍ（善徳集落） 

※三角点：国土地理院より 

１４１ 
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 ②重点区域:吉野川支流馬路川流域「池田町佐野地区」 

                             

                        （面積: 約１２ｈａ） 

 重点区域重点区域の位置については、図②に示すとおりである。 

 重点区域の範囲については、三好市の維持向上すべき歴史的風致における地域区分に応じ、

以下のとおり範囲を決定する。 

 重点区域は、雲辺寺へのお遍路とお接待の活動が行われる史跡「阿波遍路道（雲辺寺

道）」、登録有形文化財「古本家住宅」等の歴史的建造物及びその周辺を基本とする。 

 具体的な区域の境界は、古本家住宅と並行する旧伊予街道を始点に、佐野神社と周辺の町並

みを囲み、雲辺寺遍路道入口（古本家住宅より０．７㎞）から、雲辺寺入り口までの遍路道と

する。 

：重点区域 

池田市街 至→ 

 吉野川支流馬路川流域「池田町佐野地区」 
重 点 区 域 

  重点区域 : 吉野川支流馬路川流域に残る歴史的風致（面積：約１２ｈａ（図②）） 

：歴史的風致エリア 

 雲辺寺 

阿波遍路道 

登録文化財 

「古本家住宅」 

 

馬路川 

国道１９２号 

←至 愛媛県 

←至 香川県 

Ａ Ｂ 
Ｃ 

Ｄ 

佐野神社 遍路道入口 

■重点区域詳細境界線 

範 囲 説     明 

Ａ～Ｂ 
古本家住宅（敷地含）から佐野神社（境内地含） 

〔市道佐野線幅員１０ｍ含〕 

Ｂ～Ｃ 
佐 野 神 社（敷 地 内 含）か ら 遍 路 道 入 口       

〔市道佐野線幅員１０ｍ含〕 

Ｃ～Ｄ 
遍路道入口から史跡「阿波遍路道（雲辺寺道）」  

〔雲辺寺入口まで〕 

Ｄ～Ａ 史跡「阿波遍路道（雲辺寺道）」から古本家住宅 

１４２ 



 

 

 
三好市歴史的風致維持向上計画 

③ 重点区域:吉野川中流域「池田町及び井川町地区」 
                             

                        （面積: 約３０ｈａ） 

 重点区域重点区域の位置については、図③に示すとおりである。 

重点区域の範囲については、三好市の維持向上すべき歴史的風致における地域区分に応じ、以

下のとおり範囲を決定する。 

 吉野川中流域「池田町及び井川町地区」の重点区域は、「たばこ踊り」と「阿波踊り」、伝

統生業の酒造業等の活動が行われる、商家として栄えた町並みの人々の信仰が深った重要文化

財（建造物）「箸蔵寺本殿」他５棟周辺とする。また、対岸に残る農村集落の一部（棚田）を

含む範囲を重点区域とする。 

■重点区域詳細境界線 

※標高点・三角点：国土地理院より 

範 囲 説     明 

Ａ～Ｂ 書院橋から池田町マチ交差点 

Ｂ～Ｃ 池田町マチ交差点から池田町サラダ交差点 

Ｃ～Ｄ 池田町サラダ交差点から池田町シンマチ交差点 

Ｄ～Ａ 池田町シンマチ交差点から書院橋 

Ａ～Ｅ 書院橋から吉野川幅員２８０ｍ地点 

Ｅ～Ｆ 吉野川幅員２８０ｍ地点から吉野川幅員１００ｍ地点（四国中央橋） 

Ｆ～Ｇ 吉野川幅員１００ｍ地点（四国中央橋）から吉野川幅員２００ｍ地点（三好大橋） 

Ｇ～Ｈ 吉野川幅員２００ｍ地点（三好大橋）から三好大橋交差点 

Ｈ～Ｉ 三好大橋交差点から箸蔵寺登山駅（国道３２号線幅員１０ｍ（Ｌ＝１．５ｋｍ）含） 

Ｉ～Ｊ 箸蔵寺登山駅から標高点※３３５ｍ 

Ｊ～Ｋ 標高点３３５ｍから箸蔵寺（境内地含） 

Ｋ～Ｉ 箸蔵寺（境内地含）から箸蔵寺登山口駅 

Ｉ～Ｌ 箸蔵寺登山口駅から三好大橋三角点８６．４ｍ地点（国道３２号線幅員１０ｍ（Ｌ＝１．６ｋｍ） 

Ｌ～Ｍ 三好大橋三角点８６．４ｍ地点から美濃田大橋東みよし町境界 

Ｍ～Ｎ 美濃田大橋東みよし町境界から今宮神社（境内地含） 

Ｎ～Ｏ 今宮神社（境内地含）から関帯橋 

Ｏ～Ｐ 関帯橋から辻高等学校交差点 

Ｐ～Ｑ 辻高等学校交差点から西井川橋 

Ｑ～Ｒ 西井川橋から出の上橋 

Ｒ～Ｓ 出の上橋～池田町供養地交差点 

Ｓ～Ａ 池田町供養地交差点から書院橋 

１４３ 
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三好市歴史的風致維持向上計画 

４．重点区域設定の根拠と歴史的風致維持向上の効果 

  

 本市は、近年の高齢化社会、後継者不足等の社会環境の変化により合併から約１０年間で１

０，０００人以上の人口が減少した。これにより空き家の増加や良好な風致を形成する周辺の耕

作地、林地の荒廃化が進み、活動の拠点となる歴史的建造物も老朽化が目立ち早急な修理保存が

急がれる等歴史的景観の維持が危惧される状況である。 

 また、歴史的風致を継承するうえで重要な民俗芸能や茅葺き、蔓橋の架け替え技術等の担い手

の育成確保も大きな課題となっている。 

こうした中、特に多様な文化遺産が豊富に存在し、人々の活動がしっかり受け継がれた三好市

固有の歴史的風致を色濃く残している祖谷地区、池田町佐野地区、池田町及び井川町地区を重点

区域に設定し、歴史的環境形成総合支援事業、社会資本整備総合交付金事業や景観計画に基づく

事業、文化財保存整備事業等の関連事業を重点的に実施することにより、地域固有の文化財や伝

統芸能、伝統技術の保存と継承を図ることができる。 

第１期計画では、それぞれの重点区域の核となる歴史的建造物を、各省庁の支援事業により整

備を進めてきた。これにより、それそれの重点区域の歴史文化に対して、市民意識の向上にも繋

がった。また外国人観光客などの交流人口も増加し地域の活性化を図ることができた。 

ひとつの歴史的風致を維持向上することによって、その効果が周辺の地域にも波及し、歴史と

文化を活かしたまちづくりの認識を市域全体で高めることができる。これに伴い、地域間での共

有理解が進むとともに、市民の郷土に対する愛着や誇りが高まり、市域全体における歴史的風致

の維持向上につながる。こうして各地域の歴史的風致が維持向上することにより、更に多くの観

光客を誘導することができ、地域の活性化等の効果が期待できる。 

 第２期計画では、第１期計画で重点区域に設定した祖谷地区・池田町及び井川町地区は、引き

続き歴史的風致を維持向上するために重点区域に設定する。また新たな歴史文化遺産として掘り

起こされた、池田町佐野地区を重点区域に設定することにより、更なる歴史的風致を核とした、

まちづくりの推進が期待できる。 
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三好市歴史的風致維持向上計画 

５．良好な景観の形成に関する施策との連携とこれまでの成果 

①都市計画との連携   

 本計画における重点区域内に、吉野川中流域「池田町及び井川町」地区における池田町の町

並みで都市計画区域（１６３４ha）の指定がされ、このうちの約２１０haで用途地域を定めて

いる。都市計画区域及び用途地域の指定状況は下図に示すとおりである。 

 用途地域の指定は、多くの範囲で第一種住居地域、第一種低層住居専用地域、第一種中高層

住居専用地域となっており、住環境に配慮した指定を行っている。 

 今後も景観計画に定める高さ規制と整合した都市計画高度地区を検討し、町並みの景観を保

護していく。 

■重点区域内の都市計画区域 

：歴史的風致エリア 

県道12号（旧撫養街道） 

国道192号（旧伊予街道） 

池田の町並み 

←至 池田町佐野 

至 徳島市→ 

国道32号（旧三好新道） 

国道32号（旧三好新道） 

   ：重点区域 

Ｉ 

至 三野町→ 

吉野川中流域「池田町及び井川町」地区 

至 
大
歩
危
小
歩
危 

→ 

←
至 

香
川
県 

吉野川 

箸蔵寺 

池田町の町並み 

   ：重点区域 

   ：都市計画区域 
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三好市歴史的風致維持向上計画 

②景観計画の活用 
 

本市では、市内における良好な景観の形成を促進し、美しく風格ある町並みの形成、潤いのあ

る豊かな生活環境の創造等の実現を図るため、平成２３年３月には「三好市景観計画」を策定

し、７年前の平成２４年４月に「三好市景観条例」を施行した。 

 三好市景観計画では、都市再生整備計画、三好市観光基本計画、三好市歴史的風致維持向上計

画と連携させながら景観の観点から総合的なまちづくりの推進のため景観区域を定めることにし

ており、「自然景観の保全」「身近な景観の整備」「景観を阻害する要因の排除」「景観を支え

る社会と活動の育成」「景観を慈しむ意識の醸成」を基本方針として、区域における行為の制限

や誘導を図ることとする。 

 三好市歴史的風致維持向上計画で設定する重点区域については、「吉野川支流祖谷川流域

『祖谷地区』」は『歴史的風致ゾ－ンⅠ』に、「吉野川支流馬路川流域『池田町佐野地区』は

『自然景観ゾーン』に、「吉野川中流域『池田町及び井川町地区』」は池田町の町並みや箸蔵寺

で『市街地景観ゾ－ン』と『歴史的風致ゾーンⅡ』、井川町地区周辺は『集落景観ゾーン』とし

て位置づけを図っている（Ｐ１４８参照）。特に歴史的風致ゾーンにおいては、斜面地の集落や

うだつの町並みの景観の継承を図るため地区内の建築物、工作物の建築や色彩の配慮、周囲の農

地等の景観保全、周囲の景観に調和した案内板、展望スポットの整備等を方針に据え、良好な景

観形成のため行為の内容や形態、意匠、色彩、屋外広告物等に係る景観形成基準を定めるととも

に景観保全に向けた整備を図ることとする。特に屋外広告物の無秩序な乱立は、周囲の町並みや

その背景の自然的景観を阻害してしまう恐れがあるため、行為の制限については「徳島県屋外広

告物条例」を適用し、景観重要建造物及び景観重要樹木への設置を原則禁止としている。 

こうした景観の形成に関する施策によって、１期計画では、「祖谷川流域『祖谷地区』」にお

いて重要伝統的建造物群保存地区「三好市東祖谷山村落合」では市単独事業で、トタン屋根の色

統一による屋根塗り替えを行い、山村集落の景観保全が図られた。また、個人所有の古民家で

は、景観保全のため古色を使用した改修するなど、市民意識の向上に成果が得られた。 

第２期でも、引き続き景観の形成に関する施策を行うとともに、第１期での事例報告を行うな

どのワークショップにより、市民意識の向上に繋がるよう努める。 

 

  

■重要伝統的建造物群保存地区「東祖谷山村落合」における屋根の色統一化による景観整備 

■塗り替え前 ■塗り替え後 
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